
１　自殺者数の推移
〇我が国の自殺者数は、平成10年に３万2,863人、15年には統計を取り始めた昭和53年以降で
最多の３万4,427人となり、その後３万２千人から３万３千人台で推移した後、平成22年以
降は10年連続の減少となっており、令和元年は２万169人となった。前年に比べ671人（3.2％）
減少し、昭和53年の統計開始以来過去最少となった。

	 第1-1図	 自殺者数の推移（自殺統計）
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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⑵　厚生労働省の人口動態統計に基づく自殺者数の推移
〇厚生労働省の人口動態統計でも平成10年以降３万人前後の状態が続いていたが、22年以降は
減少を続け、30年は２万31人となった。

	 第1-2図	 自殺者数の推移（人口動態統計）
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２　自殺死亡率の推移
〇自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）も自殺者数と同様の傾向であり、平成10年に急
上昇し、以後高い水準が続いていたが、近年は低下を続けており、令和元年には統計を取り
始めた昭和53年以降で最小の16.0となった。

	 第1-3図	 自殺死亡率の推移（自殺統計）
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資料：警察庁「自殺統計」、総務省「人口推計」（国勢調査実施年は国勢調査人口による）より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇人口動態統計でみると、平成10年に急上昇し、以後15年の25.5をピークとして、高い水準が
続いていたが、22年以降は低下を続けており、30年は16.1となっている。

	 第1-4図	 自殺死亡率の推移（人口動態統計）
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資料：厚生労働省「人口動態統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い
１　日本における外国人の取扱いの差異
「自殺統計」は、日本における日本人及び日本における外国人の自殺者数としているのに対し、「人口動態
統計」は日本における日本人のみの自殺者数としています。

２　調査時点の差異
「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上しているの
に対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは原因不明の死亡等で処理
しており、後日原因が判明し、死亡診断書等の作成者から自殺の旨訂正報告があった場合には、遡って自
殺に計上しています。

３　計上地点の差異
「自殺統計」は、発見地に計上しているのに対して、「人口動態統計」は、住所地に計上しています。
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３　年齢階級別の自殺者数の推移
○年齢階級別の自殺者数の推移をみると、近年は総じて減少傾向にあり、階級別では60歳以上
（注）が最も多く、50歳代、40歳代が多くなっている。

	 第1-5図	 年齢階級別（10歳階級）の自殺者数の推移
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇年齢階層別の自殺死亡率の推移をみると、近年は全体的に低下傾向にある。20歳未満では平
成10年以降おおむね横ばいで、20歳代や30歳代は、ピーク時から低下がみられるものの、減
少率は40歳代以上と比べて小さくなっている。

	 第1-6図	 年齢階級別の自殺死亡率の推移
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資料：警察庁「自殺統計」、総務省「人口推計」（国勢調査実施年は国勢調査人口による）より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇我が国における若い世代の自殺は深刻な状況にあり、15～39歳の各年代の死因の第１位は自
殺となっている。こうした状況は国際的にみても深刻であり、15～34歳の若い世代で死因の
第１位が自殺となっているのは、先進国では日本のみで、その死亡率も他の国に比べて高い
ものとなっている。

	 第1-7表	 平成30年における死因順位別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率・構成割合

総　数

年齢階級 第 1 位 第 2 位 第 3 位
死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）

10～14歳 悪性新生物 114 2.1 24.6 自　　　殺 99 1.9 21.4 不慮の事故 65 1.2 14.0
15～19歳 自　　　殺 503 8.7 44.0 不慮の事故 239 4.1 20.9 悪性新生物 111 1.9 9.7
20～24歳 自　　　殺 1,045 17.5 52.1 不慮の事故 314 5.3 15.7 悪性新生物 160 2.7 8.0
25～29歳 自　　　殺 1,059 18.0 47.8 不慮の事故 257 4.4 11.6 悪性新生物 240 4.1 10.8
30～34歳 自　　　殺 1,235 18.5 39.7 悪性新生物 533 8.0 17.1 不慮の事故 304 4.5 9.8
35～39歳 自　　　殺 1,288 17.2 27.9 悪性新生物 1,086 14.5 23.6 心　疾　患 420 5.6 9.1
40～44歳 悪性新生物 2,517 28.2 30.2 自　　　殺 1,574 17.6 18.9 心　疾　患 911 10.2 10.9
45～49歳 悪性新生物 4,698 49.4 33.6 自　　　殺 1,816 19.1 13.0 心　疾　患 1,719 18.1 12.3
50～54歳 悪性新生物 7,383 89.7 37.9 心　疾　患 2,436 29.6 12.5 自　　　殺 1,854 22.5 9.5
55～59歳 悪性新生物 11,693 154.8 42.7 心　疾　患 3,348 44.3 12.2 脳血管疾患 2,008 26.6 7.3
60～64歳 悪性新生物 20,146 267.8 46.5 心　疾　患 5,328 70.8 12.3 脳血管疾患 2,958 39.3 6.8

男

年齢階級 第 1 位 第 2 位 第 3 位
死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）

10～14歳 自　　　殺 66 2.4 24.8 悪性新生物 59 2.2 22.2 不慮の事故 34 1.2 12.8
15～19歳 自　　　殺 307 10.3 41.1 不慮の事故 183 6.1 24.5 悪性新生物 76 2.6 10.2
20～24歳 自　　　殺 742 24.2 52.8 不慮の事故 254 8.3 18.1 悪性新生物 101 3.3 7.2
25～29歳 自　　　殺 761 25.3 50.1 不慮の事故 191 6.3 12.6 悪性新生物 130 4.3 8.6
30～34歳 自　　　殺 920 27.0 44.6 不慮の事故 239 7.0 11.6 悪性新生物 224 6.6 10.8
35～39歳 自　　　殺 966 25.4 32.7 悪性新生物 430 11.3 14.6 心　疾　患 322 8.5 10.9
40～44歳 自　　　殺 1,132 24.9 21.6 悪性新生物 1,003 22.1 19.1 心　疾　患 717 15.8 13.7
45～49歳 悪性新生物 2,052 42.6 23.4 心　疾　患 1,340 27.8 15.3 自　　　殺 1,295 26.9 14.8
50～54歳 悪性新生物 3,534 85.1 28.1 心　疾　患 1,942 46.8 15.4 自　　　殺 1,319 31.8 10.5
55～59歳 悪性新生物 6,430 170.1 35.1 心　疾　患 2,724 72.1 14.9 脳血管疾患 1,401 37.1 7.7
60～64歳 悪性新生物 12,666 341.0 42.2 心　疾　患 4,194 112.9 14.0 脳血管疾患 2,062 55.5 6.9

女
第 1 位 第 2 位 第 3 位

年齢階級 死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）死　　　因 死亡数 死亡率 割合（％）
10～14歳 悪性新生物 55 2.1 27.9 自　　　殺 33 1.3 16.8 不慮の事故 31 1.2 15.7
15～19歳 自　　　殺 196 6.9 49.5 不慮の事故 56 2.0 14.1 悪性新生物 35 1.2 8.8
20～24歳 自　　　殺 303 10.4 50.5 不慮の事故 60 2.1 10.0 悪性新生物 59 2.0 9.8
25～29歳 自　　　殺 298 10.3 42.7 悪性新生物 110 3.8 15.8 不慮の事故 66 2.3 9.5
30～34歳 自　　　殺 315 9.6 30.0 悪性新生物 309 9.4 29.5 不慮の事故 65 2.0 6.2
35～39歳 悪性新生物 656 17.8 39.6 自　　　殺 322 8.8 19.5 脳血管疾患 102 2.8 6.2
40～44歳 悪性新生物 1,514 34.5 48.9 自　　　殺 442 10.1 14.3 脳血管疾患 209 4.8 6.8
45～49歳 悪性新生物 2,646 56.5 50.5 自　　　殺 521 11.1 9.9 脳血管疾患 433 9.2 8.3
50～54歳 悪性新生物 3,849 94.4 55.7 自　　　殺 535 13.1 7.7 脳血管疾患 509 12.5 7.4
55～59歳 悪性新生物 5,263 139.4 58.0 心　疾　患 624 16.5 6.9 脳血管疾患 607 16.1 6.7
60～64歳 悪性新生物 7,480 196.5 56.1 心　疾　患 1,134 29.8 8.5 脳血管疾患 896 23.5 6.7
注）構成割合は、それぞれの年齢階級別死亡数を100とした場合の割合である。

資料：厚生労働省「人口動態統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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	 第1-8表	 先進国の年齢階級別死亡者数及び死亡率（15～34歳、死因の上位３位）

日本
2015

フランス
2014

ドイツ
2015

カナダ
2013

死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率
第1位 自 殺 4,132 16.3 事 故 1,985 12.9 事 故 1,724 9.0 事 故 1,868 19.6
第2位 事 故 1,633 6.4 自 殺 1,224 7.9 自 殺 1,426 7.5 自 殺 1,012 10.6
第3位 悪性新生物 1,300 5.1 R00-R99※ 966 6.3 悪性新生物 1,033 5.4 悪性新生物 513 5.4

アメリカ
2015

イギリス
2015

イタリア
2015

韓国（参考）
2015

死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率 死 因 死亡数 死亡率
第1位 事 故 34,005 38.7 事 故 2,596 15.3 事 故 1,342 10.5 自 殺 2,237 16.3
第2位 自 殺 12,438 14.1 自 殺 1,255 7.4 悪性新生物 794 6.2 事 故 1,152 8.4
第3位 殺 人 9,593 10.9 悪性新生物 1,060 6.3 自 殺 530 4.1 悪性新生物 835 6.1
※�ICD-10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類の第10回修正版）の第18章「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分
類されないもの」に該当するもの

注）「死亡率」とは、人口10万人当たりの死亡者をいう。
資料：世界保健機関資料（2018年９月）より厚生労働省自殺対策推進室作成

４　職業別の自殺者数の推移

〇職業別の自殺の状況については、自殺統計では平成19年の統計から自殺統計原票の改正によ
り職業の分類が改められたことから、18年までの推移とその後の推移の単純比較はできない
が、まず18年までの推移をみると、近年では15年に「無職者」と「被雇用者」が一旦増加す
るが、「自営者」は減少傾向にある。
〇また、19年以降の推移をみると、「自営業・家族従業者」、「被雇用者・勤め人」及び「無職
者」はおおむね減少傾向にあるが、「学生・生徒等」はおおむね横ばいである。
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	 第1-9図	 平成18年までの職業別の自殺者数の推移
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※「主婦・主夫」については、平成11年までは主婦（女性）のみを計上している。
資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

	 第1-10図	 平成19年以降の職業別の自殺者数の推移
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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５　原因・動機別の自殺者数の推移
〇原因・動機別の自殺の状況については、平成19年の自殺統計から、原因・動機を最大３つま
で計上することとし、より詳細に原因・動機を公表している。18年までの状況についてみる
と、10年に自殺者が急増した際には、「家庭問題」や「勤務問題」が若干増加し、「健康問題」
や「経済・生活問題」が大きく増加している。その後「健康問題」は減少傾向にあったが、
15年に一旦増加した。「経済・生活問題」については、10年の急増の後、横ばいで推移した
が、14年、15年と更に増加し、その後は減少傾向にある。

	 第1-12図	 平成18年までの原因・動機別の自殺者数の推移
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇平成19年以降の原因・動機別の自殺の状況をみると、「健康問題」が最も多く、次に「経
済・生活問題」が多い。推移としては、「健康問題」、「経済・生活問題」共に減少している。

	 第1-13図	 平成19年以降の原因・動機別の自殺者数の推移
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注）遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき3つまで計上可能としているため、原因・動
機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数（令和元年は14,922人）とは一致しない。

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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６　令和元年の自殺の状況
〇男女別の月別の自殺者数の推移をみると、男性は「３月」、女性は「７月」に自殺者数が最
も多くなっている。また、自殺者数が最も少ない月は、男性、女性ともに「12月」となって
いる。

	 第1-16図	 令和元年における月別自殺者数（男女）
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇男女別の自殺者の状況をみると、自殺者全体の男女別構成比は男性が69.8％となっており、
男性がほぼ７割を占めている

	 第1-18図	 自殺者の男女別構成比の推移
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

〇年齢階級別の自殺者数をみると、男性では40歳代、女性では70歳代で最も多く、40歳代から
60歳代の男性で全体の約３分の１強を占めている。

	 第1-20表	 令和元年における男女別の年齢階級別の自殺者の構成割合

男 女
人数 構成割合 人数 構成割合

10歳代 443 2.2 216 1.1
20歳代 1,483 7.4 634 3.1
30歳代 1,878 9.3 648 3.2
40歳代 2,511 12.4 915 4.5
50歳代 2,497 12.4 938 4.7
60歳代 2,045 10.1 857 4.2
70歳代 1,882 9.3 1,035 5.1
80歳以上 1,294 6.4 840 4.2
不詳 45 0.2 8 0.0

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇職業別の自殺の状況をみると、「無職者」が最も多い。「無職者」の内訳をみると、「年金・
雇用保険等生活者」が最も多く、次いで「その他の無職者」、「主婦」、「失業者」の順となっ
ている。

	 第1-21図	 令和元年における職業別自殺数の構成割合
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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〇都道府県別の自殺の状況をみると、自殺者数については前年に比べ、30都道府県で減少、16
県で増加、１県で横ばいとなっている。

	 第1-25図	 都道府県別の自殺者数
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

〇また、自殺死亡率についてみると、前年に比べ、28都道府県で低下、19県で上昇となっている。

	 第1-26図	 都道府県別の自殺死亡率
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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７　配偶関係別の自殺の状況
〇平成30年における配偶関係別の自殺死亡率の状況をみると、男女とも「有配偶者」は全ての
年齢階級で各年代別の総数よりも低くなっている一方、「未婚」、「死別」、「離別」は各年代
別の総数よりも高くなっている。

	 第1-31表	 平成30年における配偶関係別の自殺死亡率（配偶関係別人口10万人当たり）の状況

男
年齢階級 総数1） 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

総数2） 26.0 23.8 23.9 26.2 32.0 27.7
有配偶者 17.4 11.5 11.0 14.9 19.4 19.8

未婚 32.7 26.9 38.3 40.2 55.3 55.8
死別 51.3 － 68.4 64.6 50.8 51.1
離別 99.2 155.8 118.5 110.9 109.0 81.6

女
年齢階級 総数1） 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

総数2） 10.8 9.9 8.3 10.6 12.3 12.0
有配偶者 7.9 4.0 4.4 6.8 8.9 9.8

未婚 12.4 11.7 13.4 17.0 22.3 14.5
死別 14.4 － 31.2 13.4 18.7 14.2
離別 26.1 35.5 31.3 29.4 27.1 21.7

注：1）総数には15～19歳及び年齢不詳を含む。
2）総数には配偶関係不詳を含む。

資料：厚生労働省「人口動態統計」及び総務省「2015年国勢調査」より厚生労働省自殺対策推進室作成

８　自殺未遂の状況
〇令和元年における自殺者の自殺未遂歴の有無についてみると、全ての年齢階級で、自殺未遂
歴が「あり」の者の割合は、女性が多くなっている。

	 第1-32図	 令和元年における自殺未遂歴の有無別自殺者数の割合
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資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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９　東日本大震災に関連する自殺の状況
〇令和元年における東日本大震災に関連する自殺の状況についてみると、総数は16人で、前年
に比べ７人増加した。県別にみると、岩手県は１人増加、宮城県は２人減少、福島県は８人
増加した。

	 第1-34表	 東日本大震災に関する自殺者数の年次推移
1．全国合計及び男女別 （単位：人）

合計 男 女
平成23年 55 42 13
平成24年 24 18 6
平成25年 38 23 15
平成26年 22 11 11
平成27年 23 13 10
平成28年 22 15 7
平成29年 26 17 9
平成30年 9 8 1
令和元年 16 10 6
2．年齢（10歳階級）別 （単位：人）

20歳未満 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80歳以上 不詳
平成23年 1 4 4 4 11 19 7 5 0
平成24年 0 2 4 3 5 5 2 3 0
平成25年 0 4 3 6 13 2 3 7 0
平成26年 1 1 1 4 5 7 2 1 0
平成27年 0 1 0 4 2 5 7 4 0
平成28年 0 1 5 4 4 5 2 1 0
平成29年 2 2 2 2 12 3 2 1 0
平成30年 0 1 1 1 1 0 3 2 0
令和元年 1 1 2 0 3 6 3 0 0
3．職業別 （単位：人）

自営業・
家族従
業者

被雇用者 
・勤め人

無職
不詳計

学生・
生徒等

無職者
小計 主婦 失業者 利子・配当家

賃等生活者
年金・雇用保
険等生活者

その他の
無職者

平成23年 10 13 32 1 31 3 6 0 14 8 0
平成24年 3 5 16 0 16 0 3 0 7 6 0
平成25年 1 10 27 0 27 6 3 0 7 11 0
平成26年 1 3 18 1 17 3 1 0 6 7 0
平成27年 2 3 18 1 17 1 0 2 10 4 0
平成28年 1 8 13 0 13 2 3 0 7 1 0
平成29年 2 4 19 1 18 3 1 0 5 9 1
平成30年 0 2 7 0 7 0 0 0 4 3 0
令和元年 2 5 9 0 9 1 0 0 1 7 0
4．原因・動機別（複数選択可のため、合計しても上記全国合計等と一致しない場合がある） （単位：人）

家庭問題 健康問題
経済・ 

生活問題
勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳

平成23年 11 17 18 7 0 0 10 16
平成24年 5 11 5 2 0 0 4 5
平成25年 5 22 9 5 1 0 3 8
平成26年 5 11 3 2 1 0 1 6
平成27年 6 13 2 0 1 0 2 8
平成28年 5 13 4 4 1 0 3 5
平成29年 10 10 3 1 0 0 4 10
平成30年 1 5 3 2 0 0 1 3
令和元年 4 9 3 3 1 0 1 1
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5．都道府県別 （単位：人）
3県 その他

岩手県 宮城県 福島県 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 大阪府 京都府
平成23年 17 22 10 1 1 2 1 0 1 0
平成24年 8 3 13 0 0 0 0 0 0 0
平成25年 4 10 23 0 0 0 0 0 0 1
平成26年 3 4 15 0 0 0 0 0 0 0
平成27年 3 1 19 0 0 0 0 0 0 0
平成28年 6 8 7 0 0 1 0 0 0 0
平成29年 7 5 12 0 0 0 1 1 0 0
平成30年 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
令和元年 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0

注） 平成23年の数字は、本自殺者数の計上を始めた6月から12月までを足しあげたもの。 
また、平成24年から令和元年の数字は、1月から12月までを足しあげたもの。

資料：厚生労働省「東日本大震災に関連する自殺者数」（令和元年）

10　国際的に見た自殺の状況と外国人の自殺の状況
〇我が国における自殺死亡率は、男女ともに先進国の中でも高い水準にある。

	 第1-35図	 先進国の自殺死亡率

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

総数 男 女

日本
（2015）

18.5 

26.6 

10.8 

フランス
（2014）

米国
（2015）

ドイツ
（2015）

カナダ
（2013）

英国
（2015）

イタリア
（2015）

13.8 13.8 
12.3 11.5 

7.5 6.6 

21.4 21.5 
18.4 17.4 

11.6 10.5 

6.7 6.3 6.5 5.7 
3.6 2.8 

資料：世界保健機関資料（2018年９月）より厚生労働省自殺対策推進室作成
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